
  

 

 

 

 

 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
                                   

今なお、多くの障害者が入所施設で暮らしています。 
 
JCIL でも、施設でなく地域で暮らすための取り組みを長年続けていますが、なか

なか国や社会全体としては、脱施設や地域移行が進んでいません。 
このままでは、多くの障害者が社会から隔離されたまま、施設の中で一生を終え

ることになります。とりわけコロナ禍の現在、施設では外出も面会も禁止され、入
所者は非常に不自由な暮らしを強いられています。施設は今、感染のリスクも虐待
のリスクも高い場所になっています。 

 
今、この社会において脱施設、地域移行がとても大事な課題です。 
 
今回の勉強会では、カナダなどの脱施設化運動の先進国の研究を続けてきた鈴木 

良さんに、「脱施設化」をめぐって、日本の現状や今後の課題をお話いただきます。 
ふるってご参加ください。 

 
 

★鈴木 良さん=著書に『脱施設化と個別給付：カナダにおける知的障害
福祉の変革過程』（現代書館、2019 年）など。現在、JCIL も協力してい
る日本財団脱施設プロジェクト（次ページ参照）に研究者として参加。

停滞している日本の脱施設化の動きをなんとかしたい！と熱い心をもっ
ています。 

※ 居場所づくり勉強会 第 67 弾 ※ 
 

日本自立生活センター自立支援事業所 編集担当：岡山・春木 

TEL：075-682-7950 E-mail：jcil-kyoto@jcil.jp ＵＲＬ：http://www.jcil.jp/zigyosho/index.html 

 

日時 2021 年 5 月 25 日(火) 
   14:00-16:00  
場所 地域・多文化交流ネットワークサロン 講師：鈴木 良さん（同志社大学准教授） 

【ZOOM】配信 URL  

https://us02web.zoom.us/j/88174192984?pwd=

NGl5OFR0RUdRZXB3QU93NkRBRkN2QT09 

ミーティング ID: 881 7419 2984 

パスコード: 547562 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

このコロナ禍で、ほとんどの入所施設の入所者が外出を禁止されています。また、家族とさえ

面会することができません。このような外出・面会禁止の措置が取られるようになって 1 年が

たちます。 

それは、長期療養入院の筋ジス病棟においても例外ではありません。支援者である私たちも

当然、病棟の中に入れなくなりました。地域移行準備のために入所者と直接会って話したり、外

出や外泊をして研修したりすることもまったく不可能な状況が続いています。 

しかし、この困難な状況の中で、昨年の秋に筋ジス病棟からお二人の方が退院・地域移行され

ました。そのノウハウを多くの方に参考にしてもらえるよう、日本財団からの助成による「with

コロナ時代のオンライン地域移行支援制度モデル構築事業」の一環として記録に残す作業を行

っています。また、地域定着支援や京都市における「脱施設化」のための働きかけなど、他の地

域移行の取り組みも報告しています。その第 1 回目の報告が DPI 日本会議のホームページに

掲載されましたのでぜひご覧ください 。 

なお、このような厳しい状況であっても地域移行を進められるのは、本体での取り組みだけ

でなく、 地域で介助を担ってくださっている皆さん、それを支えてくださっている皆さんがい

てくださるからです。いつもありがとうございます。これからも、障害者がどんどん地域に出て

共に生きていけるよう力を貸してください。どうぞよろしくお願いいたします。 

with コロナ時代のオンライン地域移行支援制度モデル構築事業 JCIL 活動報告（日本財団助成事業）

https://www.dpi-japan.org/blog/workinggroup/community/new_model_corona3/ 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まだまだ緊張感のある日々が続くよね。 

一年前に比べたら日常生活を取り戻してきたけど。 
ワクチンの接種もはじまったしね。 

ちょっとずつでも日常に戻ってほしいなぁ。 

それで、今日のお話しのテーマはなんだろう。 

うん。お久しぶりー。コロナとかで日常が様変わりし

ちゃって、この連載もなかなか再開できなかった 

こんにちはー！久しぶりだね！ 

へー。「差別解消法」の「改正」。。。 

だいぶ忘れちゃったから、おさらいしてく

れない？ 

 

そうだよねー。なかなか大変な日々。また

緊急事態宣言も出たしね。 

今日はね、タイトルに「差別解消法が改正される

よ」とある通り、「差別解消法」の「改正」についてお

話しようと思う。 

自立生活満喫中のリツコさん 

でもあんまり難しい話は苦手･･･ 

 

もともと、差別解消法って、障害者差別をなくすのには時間が

かかる、という認識だったんだ。2013 年制定だけど、施行され

たのは 2016年。 

そして、「合理的配慮の提供」については、行政には「法的義

務」があるけど、民間の事業者には「努力義務」しか課せられ

ていない。つまり、今のところ、民間については、がんばってね

と呼びかけているだけで、法的拘束力がない状態なんだ。 

障害者制度改革について 

勉強中のタクオさん 

小難しいこともやさしく（？）解説 

なるほど。そこらへんが不十分な点なんだね。

それで、そろそろ、民間の事業者にも「法的義

務」を課していこう、ということなんだね。 

そうだね。「障害者差別解消法」。この社会にある障害者

へのいろんな差別をなくしていこうとする法律。2013年に

できたんだけど、まだ不十分で見直さないといけないとこ

ろがあったんだ。 
なるほど。JCILでも、差別解消法を広めるために

劇団活動もしたよねー。まだいろんなところにある

障害者差別をわかりやすくみんなに知ってもらうた

めに。 

で、不十分なところって、どんなところ？ 

 

そうそう。法律をつくるときから、社会の状況に応じて、差別

解消法もよりよいものに見直していく必要があるって言われ

ていたんだ。 

そして、ようやくこの春の国会で、「差別解消法改正案」が上

程されて、ちょうど今、審議されているところ。 

目玉の一つが、民間事業者への法的義務。 そうなんだね。この前、伊是名さんが JRに「合理的

配慮の提供」を求めたら、あえなく断られ、そのこと

を問題にしたら、ひどいバッシングがあったもんね。

まだまだ「合理的配慮」のこととか、知られていない

から、無理解からくるひどい攻撃があるんだね。 

そうそう。「合理的配慮」って、障害者が不当に排除や拒絶されな

いために、必要に応じて追加的な業務の提供や設備の調達、あ

るいはルールの調整を求めるもの。そして、そのために事業者

は「建設的対話」に応じる必要があるのだけど、そこらへん、ま

だ理解されてないよね。 「建設的対話」ね！それがなければ、なんにもはじ

まんないし、差別もなかなかなくならないよね。 
そうだよね。ともかく、今国会で、差別解消法改正案が通るように、み

んなで注目しよう。よりよい社会になるための大事な通過点だよ。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 年にはじまった生活保護の大幅な引き下げに

対して、各地で反対の声が広がっています。全国 30

の裁判所、1000人を超える当事者の提起という、過

去に例のない規模の運動の広がりは、それだけ生存

権を脅かされている人が多いことを示すものです。

今年 2月には大阪地裁で生活保護引き下げを違法と

する画期的な判決が出されました。国が積極的に生

活保護の利用を呼び掛けるなど、これまでにない動

きも起きています。この良い流れを確実なものに

し、引き下げを撤回させなければなりません。私た

ちは 2019年、2020年に「生存権を求める京都デモ」

を行い、多くの人たちとともに京都の町を歩き、生

活保護の改悪反対を訴えました。今年 2021 年もデ

モを企画しており、実行委の結成を兼ねた集会を行

います。ぜひご参加ください。 

 

京都市南区東九条松田町２８ メゾングラース十条１０１ ＪＣＩＬ気付 

TEL: 075-671-8484 FAX: 075-671-8418   E-mail: seizonkendemojitu@gmail.com 

■記念講演 稲葉剛さん 
一般社団法人つくろい東京ファンド代表理

事、いのちのとりで裁判全国アクション共同

代表、住まいの貧困に取り組むネットワーク

世話人。著書に『生活保護から考える 』、『コ

ロナ禍の東京を駆ける』（共著）など多数 

■報告  尾藤廣喜さん 
日弁連・貧困問題対策本部副本部長、生活保

護問題対策全国会議代表幹事、全国生活保護

裁判連絡会代表委員。著書に、『生活保護法的

支援ハンドブック』『生存権－いまを生きる

あなたに』など 

稲葉剛さんの講演はオンラインで行います。当日 zoom でも配信しますので、

オンライン参加希望者は下記のアドレスにメールを送ってください。 

1. 岸本 恵（きしもと めぐみ）  
2. 2021年 4月 1日から  
3. キャンプや福祉まつりのイベントのお手伝いに参加させていた

だいたことが何度かあり、前職の薬局事務を退職する時に小泉さ
んから声をかけていただいた。  

4. 事務所の事務の仕事をしています。活動報告書・請求・給与のチ
ェック、受給者証の更新などを担当しています。  

5. 大切にしていること：趣味や友人との時間・相手のことを考えて
行動すること 
これからしたいこと：海外旅行・野球観戦 

 
皆さまにご迷惑をおかけすることも多々あると思いますが、 
よろしくお願いいたします。 

職員自己紹介 
① なまえ  ② JCIL との関わりはいつから？ 
③ きっかけは？ ④ どんな仕事をしていますか？ 
⑤ 大切にしていること・これからしたいこと 
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